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第１章 資源循環型都市形成に向けての普及啓発

第１節 普及啓発事業の推移 

 大量生産・大量消費という経済システムは豊かな社会と利便性をもたらしましたが、生活様式は

大量消費・大量廃棄（使い捨て）型に変化しました。このため廃棄物の量が増大し質も多様化した

ことから、行政のみでは対処しきれないほどの問題となりました。このため、市民・事業者との協

働の下、ごみの発生抑制、減量、資源化を基本とする資源循環型都市形成に向けての普及啓発活動

を推進する以下の事業を実施してきました。 

昭和52年 ・一部の自治（町）会や子ども会などで新聞・雑誌・ダンボール等の自発的な資源回

収を開始 

昭和56年 ・小学4年生用副読本を配布 

昭和57年 ・集団資源回収が全市的な運動として開始(7月) 

平成元年 ・「シェイプアップ市川」“ごみを減らして”をキャンペーンタイトルに開始(4月) 

平成 2年 ・集団資源回収参加団体に対し、回収した量に応じた奨励金の交付を開始(4月) 

平成 7年 ・中学3年生を対象とした副読本を配布 

・「市川市リサイクルプラザ」を開設(6月) 

平成12年 ・電動式生ごみ処理機の購入費補助制度を導入(5月) 

平成14年 ・(財)市川市清掃公社が「じゅんかん堆肥」（1袋40リットル）を販売(8月) 

平成15年 ・市民と市の協働により、ごみの出し方全般及びその他ごみ関連のリサイクル情報を

１冊にまとめた「ごみ分別ガイドブック」を作成し、市内全戸に配布(11月) 

平成16年 ・消費者代表・事業者代表・市で構成する「マイバッグ運動推進会」を発足し、市内

全域でマイバッグ運動を展開（7月） 

・「じゅんかん堆肥」（1袋15リットル）を販売（10月） 

平成17年 ・従来の小・中学生用の副読本を循環型社会の構築という視点から内容を大幅に見直

して作成し、市内公立、私立小・中学校に配布（3月） 

平成18年 ・リサイクルプラザに３Ｒ相談窓口を設置 

・じゅんかんパートナーを150名から350名体制へ拡充強化 

平成19年 ・じゅんかんプロジェクトと協働作業で清掃ホームページをリニューアル 

平成20年 ・小学生の親子を対象としたリサイクル施設の見学・体験ツアーを開始 

平成22年 ・資源化協力店にレジ袋不要カードを配布 

平成23年 ・じゅんかん堆肥の製造を休止 

平成24年 ・電動式生ごみ処理機購入費補助制度の廃止（3月） 

・市川市リサイクルプラザを分庁舎へ移転（4月） 

平成27年 ・市川市リサイクルプラザを閉館（3月） 

・(公財)市川市清掃公社が「リサイクルプラザ市川」を開設（4月） 
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第２節 市民・事業者・行政による取り組み 

廃棄物問題は私たちの毎日の生活と密接なつながりがあることから、市民・事業者・行政がしっ

かりと連携して減量やリサイクルなどの対策に取り組んでいく必要があります。 

そこで、計画や施策の方向性の提示及びチェック・改善等を審議する廃棄物減量等推進審議会、

事業の実施に対しての市民参加システムである“じゅんかんパートナー”など、廃棄物行政に係る

様々な段階で市民と協働で取り組む制度を設け、資源循環型の都市
ま ち

づくりに向けた取り組みを推進

しています。 

 

１．集団資源回収 

市民の自主的な資源回収活動として、集団資源回収が自治（町）会・子ども会等多くの団体で

広く行われており、市はこれらの団体に対して、回収業者等についての情報提供・物品の貸し出

し・奨励金の交付等により、その活動を支援しています。 

回収品目は紙類（新聞・雑誌・ダンボール・紙パック）、布類、生きビン（リターナブルビン）、

雑ビン、カンの８品目で、回収は各団体の市への登録申請に基づき、市・各団体・業者で協議の

上実施しています。 

登録申請を行った各団体は、回収品目の区分ごとに回収場所へ資源物を排出し、市川市資源回

収協同組合に加盟した回収業者が回収します。（団体毎に回収日や回収品目が異なります） 

 

集団資源回収フロー 

 

市川市資源回収協同組合 

回収業者（市川市資源回収協同組合員） 

市川市資源回収協同組合事務局 

問 

屋 

市   川   市 

回収 

報告書 

再
生
ル
ー
ト
へ 

運搬 

売却益 

・伝票 奨励金 報告書 

奨励金 報告書 

奨励金 

申請 

資
源
回
収
団
体
（
市
民
） 
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集団資源回収登録団体への奨励金単価の推移 

年度 紙類 布類 生きビン・雑ビン カン 

平成 2年度 3円／kg 3円／kg 3円／kg 3円／kg 

平成 4年度 3円／kg 3円／kg 8円／kg 8円／kg 

平成 5年度 5円／kg 5円／kg 8円／kg 8円／kg 

平成11年度 5円／kg 5円／kg 5円／kg 5円／kg 

平成15年度 3円／kg 3円／kg 3円／kg 3円／kg 

 

市川市資源回収協同組合への奨励金単価の推移 

年度 紙類 布類 生きビン 雑ビン カン 

業務内容 
回収及び 

再生処理 

回収及び 

再生処理 

回収及び 

再生処理 
再生処理 再生処理 

奨励金 

単価 

平成 7年度 4円／kg 4円／kg 15円／kg － － 

平成 9年度 4円／kg 4円／kg 15円／kg 1円／kg 1円／kg 

平成18年度 3円／kg 3円／kg 15円／kg 1円／kg 1円／kg 

平成21年度 3円／kg 3円／kg 0円／kg 40円／kg※ 40円／kg※ 

平成22年度 3円／kg 3円／kg 0円／kg 33円／kg 33円／kg 

※平成21年度よりビン・カンの回収を、市直営から市川市資源回収協同組合に移管したため、

21年度より回収を含む額となっている。 

 

集団資源回収 実施団体構成（平成27年度） 

実施団体 

実施団体数 

回収量 

（ｔ） 

奨励金 

（千円） 

ビン・カン

紙類・布類

の４種類を

回収 

ビン・カン

の２種類を

回収 

紙類・布類

の２種類を

回収 
計 

自治(町)会 36  17 17 70 1,607 4,822 

子供会 19 9  17  45  757 2,270 

ＰＴＡ 7  4  16 27  483  1,450 

高齢者クラブ 1  2  2  5  56 167 

婦人会 1  0  1  2 29 88 

マンション 71  10  54  135 1,614 4,841  

その他 1  0  4  5  39  116 

計 136 42 111 289 4,585 13,754 

※回収量は団体でトン未満を四捨五入、奨励金は団体で千円未満を四捨五入しているため、 

合計と合わないことがあります。 
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集団資源回収 品目別回収量・回収登録団体への奨励金の推移 

集団回収 

品目 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 2７年度 26→27 

重 量 奨励金 重 量 奨励金 重 量 奨励金 重 量 奨励金 重 量 奨励金 重量 

（ｔ） (千円) （ｔ） (千円) （ｔ） (千円) （ｔ） (千円) （ｔ） (千円) の増減 

生きビン 1 4 1 3 1 3 2 4 1 3 ▲ 1 

雑ビン 843 2,528 821 2,464 843 2,529 848 2,545 858 2,575  10 

カン 378 1,134 360 1,079 355 1,065 349 1,048 338 1,013 ▲11 

新聞 1,914 5,741 1,882 5,645 1,802 5,406 1,669 5,007 1,570 4,709 ▲99 

雑誌 1,039 3,119 956 2,867 948 2,842 918 2,755 908 2,725 ▲10 

ダンボール 777 2,330 754 2,263 759 2,277 769 2,307 805 2,414 36 

紙パック 6 18 6 19 6 19 6 17 6 18 0 

布類 114 343 97 291 97 291 90 271 99 297 9 

合計 5,072 15,217 4,877 14,631 4,811 14,432 4,651 13,954 4,585 13,754 ▲66 

※奨励金は品目ごとに千円未満を四捨五入しているため、合計と合わないことがあります。 

集団資源回収 品目別回収量の推移

団体別回収割合（平成27年度）  品目別回収割合（平成27年度）
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２．ごみの減量化・資源化協力店 

 ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の中で最も重要 

なことは「リデュース（ごみの発生抑制）」です。特に、市内 

に最終処分場を持たない本市にとって、ごみの発生抑制は資源 

循環型社会の実現に向けた取り組みの中でも最重要課題です。 

  ごみの減量及び資源化を推進するため、消費者である市民と商 

品の販売を通じて密接な関わりを持つ販売店を対象として、平成 

3年10月1日から市民・販売店・市の三者が一体となったごみ 

減量化・資源化協力店制度を実施し、商品の簡易包装の促進、 

使い捨て製品の取扱い減少など様々な工夫を行っています。 

 

平成27年度末現在：123店舗 

 

＜認定基準＞ 

ごみ減量化・資源化協力店が取り組む内容は以下のとおりで、次の項目（ア）～（ウ）までの各

項目からそれぞれ１つ以上実施している販売店を対象に認定しています。 

（ア） ごみ減量に関することについて 

・ レジ袋の有料化を実施している 

・ レジ袋の使用について、口頭などで消費者に確認している 

・ レジ袋の薄肉化又は軽量化をしている 

・ レジ袋を辞退した消費者にポイント等のインセンティブを付与している 

・ マイバッグ等の持参を消費者に呼びかけている 

・ 商品の大きさに応じた、包装類を使用している 

・ トレイ無し商品の販売を推奨している 

・ 量り売りをしている商品がある 

・ 詰め替え商品を積極的に販売している 

（イ） 資源化に関すること及び店舗から出るごみの減量等について 

・ リサイクル商品等、環境に配慮した商品を販売している 

・ 店舗のごみ減量・資源化に努めている 

・ 店舗において再生紙や再生品等、環境に配慮した資材・備品等を使用している 

・ 資源物を店頭で回収している 

（ウ） 啓発に関することについて 

・ 消費者に店内放送やポスター掲示等でごみ減量・資源化を呼びかけている 

・ 従業員に対し環境教育等を実施し、意識の向上を図っている 

（エ）その他 

・前号に掲げるほか、創意工夫によるごみの減量・資源化を推進している 

ごみ減量化･資源化協力店

認定ステッカー 
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３．廃棄物減量等推進審議会

（１）目的 

一般廃棄物の減量、資源化や適正処理等に関する施策などの審議機関として、市川市廃棄物

の減量、資源化及び適正処理等に関する条例第８条に基づき、「市川市廃棄物減量等推進審議

会」を設置しています。 

（２）組織 

審議会は、市議会議員、学識経験者、自治(町)会などからの市民の代表者、市内の生産・販

売関係者、廃棄物処理業者などの15名の委員で構成。任期は２年。（再任を妨げない） 

※廃棄物減量等推進審議会構成（女性委員比率27％） 平成28年1月31日現在 

＜内訳＞ 市議会議員2名(0)、学識経験者5名(1)、市民の代表4名(3)、 

生産・販売関係者2名(0)、廃棄物処理業者2名(0) ※( )は女性委員数 

（３）活動 

審議会は、下記の事項について、市長からの諮問を受けて審議会を開催し、答申をしました。 

平成13年度：循環型社会における市川市の一般廃棄物処理のあり方について 

平成14年度：「循環型都市いちかわ」の実現に向けた発生抑制のあり方について 

平成15年度：「市川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の改正に向けた基本的

方向性について 

平成16年度：市川市一般廃棄物処理基本計画に掲げた目標達成に向けて市の廃棄物行政が

取り組むべき施策の方向性について 

平成17,18年度：市川市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況を踏まえた、市民・事業者・

行政の新たな方策について 

平成19,20年度：市川市一般廃棄物処理基本計画（じゅんかんプラン21）の改訂に向けた

新たな施策と基本的方向性について 

平成22年度：一般廃棄物処理手数料（持込みごみ処理手数料）の見直しについて 

平成25,26年度：市川市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定について 

平成27年度：さらなるごみ減量・資源化に向けた新たな施策（家庭ごみの有料化・ごみ収

集回数の削減・戸別収集の導入）について 

（４）今後 

 「資源循環型都市いちかわ」の実現に向けて、各委員からの幅広い視点による意見を求めな

がら、市民・事業者とのパートナーシップの下で活動を推進していきます。 
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４．廃棄物減量等推進員（じゅんかんパートナー） 

（１）目的 

“資源循環型都市いちかわ”の構築を目指し、ごみの発生抑制（リデユース）、再使用（リ

ユース）、再生利用（リサイクル）という３Ｒの推進やごみの減量に関する様々な取り組みを

市民と市が連携し協働で推進することを目的に設置しています。 

（２）組織 

市内を14地区に分けて、公募市民や自治会推薦者等の市民186名（平成27年度末現在）で構

成しています。 

（３）活動 

・日常生活において、３Ｒの推進に自ら積極的に取り組む。 

・市民や地域に対し、３Ｒの普及活動を行う。 

・ごみ集積所における分別、管理の状況や不法投棄の状況等を確認する。 

・以上の活動実績を市に報告する。 

・市が開催する会議、研修会等に参加する。 

・市の廃棄物行政の推進に協力する。 

（４）今後 

パートナーシップにより循環型社会を目指す地域の核として活動してもらうため、研修会等

を充実していきます。 

じゅんかんパートナー 施設見学会 
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５．清掃行政協力者表彰 

昭和54年度から毎年、資源回収活動及び地域清掃等により、ごみの減量化や地域の環境美化に

貢献された自治(町)会、子ども会、小学校ＰＴＡ等の団体及び個人を、清掃行政への協力者とし

て表彰しています。平成27年度末までの累計表彰件数（個人、団体）は459件です。 

平成27年度 清掃行政協力者表彰 

区分 受賞団体名 活  動  内  容 

団

体

妙典1・2丁目婦人部 

平成12年度頃から元新田公園で、清掃、草取りをし、花を植えて花壇

の手入れをし、平成19年度頃から妙典公園で同様の活動を行っている。 

さらに、地域のごみ拾いや鉢植えを置くなど環境美化にも努める。 

エコスタディいちかわ 

平成17年から、環境やリサイクルに関する月１回の定例会で情報交換

を行い、毎年1～2回の自主バス研修を企画し、ゲストを募集して見学し

ている。 

個

人 

個人7人 

平成24年10月から週2～3回、大柏出張所のペットボトル拠点回収所で

選別、整理を行っている。終了後は清掃を行い、回収対象以外のごみは

自宅に持ち帰るなど、きれいな集積所を保つように取り組むことで、地

域へ拠点回収が浸透している。 

15年以上前から毎日、桜並木や土手、道路の清掃、草刈りを行い、地

域の治安に貢献。不法投棄が多く、それを分別して排出し、対策として

草刈り、植樹、監視等を行っている。 

平成19年6月から月1回、大芝原自治会のクリーン作戦の日に地域清掃

を行っている。平成22年4月から月3回、大芝原公園の見廻り、清掃、草

取りを行っている。また、集団資源回収時の管理、ごみ集積所の清掃、

じゅんかんパートナーの手伝いをしている。  

平成23年3月から月1回、大芝原自治会のクリーン作戦の日に地域清掃

を行っている。平成24年4月から月3回、大芝原公園の見廻り、清掃、草

取りを行っている。また、集団資源回収時の管理、ごみ集積所の清掃、

じゅんかんパートナーの手伝いをしている。  

平成24年から集積所について、署名を集めてごみ箱を設置し、自宅か

らごみ袋を持参して一人で集積所の分別・片付けを行う。アパート入居

者や近隣住民へ分別を促す手紙等も配布。早朝から周辺道路の清掃を行

い、不法投棄の対応も行う。 

平成15年4月から、中山団地及びその周辺の清掃や団地内の管理・整

備を行う。平成18年4月からは自治会長として、廃棄物の抑制、管理等、

指導し、環境美化に努力している。 

平成10年頃から毎日、国分川の土手で手入れをして、花を咲かせている。 
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６．コンポスト容器購入費補助制度 

ごみの発生抑制の一環として、家庭から出る燃やすごみの４割近くを占める生ごみを減量し、

燃やすごみを削減するため、市ではコンポスト容器（生ごみ堆肥化容器）購入費の補助を行い、

家庭でできるごみ減量・資源化の普及、意識の醸成を図っています。 

なお、電動式生ごみ処理機購入費の補助については、事業仕分けの結果を踏まえて、23年度末

で廃止しました。 

（１）補助内容・補助実績 

区分 タイプ 補助開始時期 補助内容 補助基数（27年度） 

コンポス

ト容器 

屋外型 平成3年6月 購入費の半額 

（100円未満切り捨て、 

上限3,000円、1世帯2基まで） 

28基 計 

76基 屋内型（密閉型） 平成8年1月 48基 

（２）補助実績の推移 

コンポスト容器補助実績の推移 

電動式生ごみ処理機補助実績の推移 
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７．生ごみ（調理くず）の活用 

市内小学校・保育園で発生する調理くずを活用するために、生ごみ処理装置を設置しています。

この生ごみ処理装置は一次発酵（一次生成物）までできる機種と二次発酵（二次生成物）までで

きる機種があり、各設置施設から発生する調理くずを投入しています。 

①稼動状況（平成27年度末現在） 

【一次発酵（一次生成物）までできる機種】 

稼動開始 

年度 
稼動場所 稼動基数 

累計稼動

基数 

平成 14年度 北方小学校、百合台小学校、本北方保育園 3基 3基 

平成 15年度 中山小学校、菅野小学校、信篤小学校 3基 6基 

平成 16年度 曽谷小学校、若宮小学校 2基 8基 

平成 18年度 稲荷木小学校、富美浜小学校、塩浜小学校 3基 11基 

※南新浜小学校、市役所本庁舎、南行徳小学校、市川第二中学校、柏井小学校は撤去や稼

働停止のため、平成27年度末現在は11基。 

【二次発酵（二次生成物）までできる機種】 

稼動開始 

年度 
稼動場所 稼動基数 

累計稼動

基数 

平成25年度 塩焼小学校、稲越小学校 2基 2基 

   ※二次生成物は学校の花壇で使われています。 

②生ごみ（調理くず）投入量と一次生成物量・二次生成物量の推移    

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

生ごみ（調理くず）投入量 47.9ｔ 45.7ｔ 43.6ｔ 43.5ｔ 30.2ｔ 

一次生成物量 10.3ｔ 9.4ｔ 8.7ｔ 8.7ｔ 5.1ｔ 

二次生成物量 ― ― ― 0.5ｔ 0.6ｔ 

※東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の影響に伴い、平成27年度末現在、

一次生成物と剪定枝チップを材料とした「じゅんかん堆肥」の製造を休止中。 

③一次生成物の活用 

平成27年度は、市内の一部の農家やＮＰＯ法人、じゅんかんパートナー、公民館と協働で 

堆肥づくり及びその堆肥を用いた野菜・花卉栽培を行いました。 

 

     

 

 

 

 

 

 

堆肥づくりの様子             野菜・花卉栽培の様子 
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８．リユースの取り組み 

リユースの取り組みの一つとして、家庭で不用となっ

た家具やベビー用品などを引き取り、再生して展示販売

を行うため、平成7年6月1日に市川市リサイクルプラザ

を開館し、平成24年4月1日に分庁舎Ａ棟1階へ移転しま

したが、分庁舎の建て替えに伴い平成27年3月をもって 

閉館いたしました。 

平成27年4月1日からは、（公財）市川市清掃公社が 

 「リサイクルプラザ市川」を同公社１階に開設し、家 

 具やベビー用品の再生販売や掲示板によるリユース情 

 報の提供を行っています。 

 【リサイクルプラザ市川の概要】 

所 在 地：市川市二俣新町13番1 （公財）市川市清掃公社１階 

事業内容：① 不用家具やベビー用品の修繕・展示販売 

② 掲示板によるリユース情報の提供  

③ リユースやリサイクル、廃棄物に関する講座等の開催 

 

リサイクルプラザの利用状況等 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

開館日数 298日 308日 307日 301日 309日 

来館者数 29,177人 15,137人 14,591人 15,101人 4,874人 

販売点数（譲渡点数） 4,838点 3,500点 2,659点 3,019点 1,235点 

フリーマーケット開催回数 12回 0回 0回 0回 2回 

リサイクル講座開催数 11回 3回 2回 1回 9回 

※ 平成26年度までは「市川市リサイクルプラザ」の実績、平成27年度は「リサイクルプラザ

市川」の実績。 

 

９．在宅医療廃棄物の適正処理 

在宅医療に伴って排出される廃棄物（以下「在宅医療廃棄物」という。）の適正処理について、

在宅医療廃棄物の回収及び処理に関する役割を明確化するために、平成21年11月1日に市川市、

一般社団法人市川市医師会、一般社団法人市川市歯科医師会、一般社団法人市川市薬剤師会・市

川市薬業会の４者で「在宅医療廃棄物の適正処理に関する協定」を締結いたしました。 

この協定に基づき平成22年4月より注射器及び注射針等の鋭利なものや感染性の危険が高いも

のは、提供を受けた医療機関又は薬局・薬店に返却するなどの適正処理を開始いたしました。 

リサイクルプラザ市川 
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第３節 行政からの情報発信 

１．「ごみ分別ガイドブック」の配布 

平成15年度循環型社会推進懇談会（じゅんかんプロジェクト）にて、

市民と市の協働によりごみの分け方・出し方全般及びその他ごみ関連の

リサイクル情報を１冊にまとめた詳細版「ごみ分別ガイドブック」（Ａ4

判）を平成15年11月に作成し、市内全戸に配布しました。 

現在は、転入者を対象に毎年作成し、配布しています。 

２．「資源物とごみの分け方・出し方」の配布 

「ごみ分別ガイドブック」の簡易版として「資源物とごみの分け方・

出し方」（Ａ3判リーフレット）を配布しています。 

また、｢資源物とごみの分け方・出し方｣については、翻訳ボランティ

アの方々の協力により外国語版を作成しており、英語・中国語・韓国語・

スペイン語・ポルトガル語・タイ語の6ヶ国語があります。 

３．ホームページ・広報誌等による情報発信 

資源物とごみの分別方法や市の様々な取り組み、イベント等の情報を「市川市じゅんかん白書」

（年に１回発行）や市のホームページ、清掃部清掃広報誌「じゅんかんニュース」（年に数回発

行）、広報いちかわ等を通じて市民に発信しています。 

じゅんかん白書  じゅんかんニュース 広報いちかわの特集 

「ごみ分別ガイドブック」 

「資源物とごみの分け方・出し方」 
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第４節 環境学習 

１．環境学習用副教材の配布 

 こどもの頃から循環型社会への理解を深めるため、本市の取り組

みや日々の生活で心掛けること等をわかりやすくまとめたものを、

小学生用の副教材として作成し、配布しています。 

市内公立・私立の小学4年生全員と、中学校に図書室閲覧用として 

数冊配布しています。 

２．出前説明会 

本市の「資源循環型都市いちかわ」に向けた取り組みを進めるため、ごみの12分別など、本市

の清掃行政についての出前説明会を随時受け付けており、市内各学校や自治（町）会・各地域の

イベントなどに出向き説明を行っています。 

出前説明会実施実績 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

実施回数 5回 10回 17回 59回 54回 

参加人数 610人 1,509 人 1,015 人 2,958 人 3,132 人 

３．施設見学者の受入れ 

市民の皆さんがごみの減量に取り組むきっかけになるよう、クリーンセンターと衛生処理場で

は施設見学を随時受け付けており、小学生（主に3・4年生）、中学生、自治（町）会、各市民団

体が施設見学を実施しています。 

クリーンセンターの施設見学者数 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

団体数 53 47 50 54 59 

人数 3,841人 3,528 人 3,344 人 3,930 人 3,867 人 

衛生処理場の施設見学者数 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

団体数 7 5 3 4 2 

人数 395人 372 人 204 人 244 人 148 人 

副教材 
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４．リサイクル施設見学ツアー 

（１）夏休み！親子で体験 リサイクルツアー 

市内在住の小学生の親子を対象としたリサイクル施設の見学、リサイクル体験会の企画を平

成20年度から開始しました。 

27年度は、日鉄住金物流君津株式会社市川リサイクル事業所（プラスチック製容器包装類の

中間処理施設）の見学、市川市クリーンセンターの見学、京葉ガス株式会社での紙すき体験な

どを実施しました。 

夏休み！親子で体験リサイクルツアーの様子 

（２）リサイクル施設見学ツアー 

 高校生以上の市民を対象に、市内外にあるごみ処理施設やリサイクル関連施設を見学する施

設見学会を実施しています。 

リサイクルツアー開催実績 

年度 見学場所 参加者数 

23年度 

日鐵物流君津㈱市川工場、市川市クリーンセンター、京葉ガス㈱ 30人 

日鐵物流君津㈱市川工場、市川市クリーンセンター、 

㈱ハイパーサイクルシステムズ 
14人 

24年度 

日鐵物流君津㈱市川工場、市川市クリーンセンター、京葉ガス㈱ 20人 

日鐵物流君津㈱市川工場、市川市クリーンセンター、 

㈱ハイパーサイクルシステムズ 
16人 

25年度 

日鉄住金物流君津㈱市川リサイクル事業所、市川市クリーンセンター、京葉ガス㈱ 20人 

日鉄住金物流君津㈱市川リサイクル事業所、市川市クリーンセンター、衛生処理場、 

㈱ハイパーサイクルシステムズ 
27人 

26年度 

日鉄住金物流君津㈱市川リサイクル事業所、市川市クリーンセンター、京葉ガス㈱ 30人 

日鉄住金物流君津㈱市川リサイクル事業所、市川市クリーンセンター 

㈱ハイパーサイクルシステムズ 
18人 

27年度 

日鉄住金物流君津㈱市川リサイクル事業所、市川市クリーンセンター、京葉ガス㈱ 29人 

日鉄住金物流君津㈱市川リサイクル事業所、市川市クリーンセンター 

㈱ハイパーサイクルシステムズ 
11人 

※上段は夏休み！親子で体験リサイクルツアー、下段は、一般リサイクル施設見学ツアー 
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